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な
が
お
か
き
ゅ
＞つ

京
苧

長
岡

宮

跡

所
在
地
　
　
　
一　

一爪
都
府
向
日
市
鶏
冠
井
町

一
ノ
坪
、
二
　
向
日
市
寺

戸
町
初
日

調
査
期
間
　
　
一
　

一
九
九
七
年

（平
９
）
二
月
―
三
月
、　
一
九
九
八
年

二
月
１
三
月
、
二
　

一
九
九
七
年

一
一
月

発
掘
機
関
　
　
側
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

調
査
担
当
者
　
中
島
信
親

遺
跡
の
種
類
　
都
城
跡

遺
跡
の
年
代
　
長
岡
京
期

（七
八
四
―
七
九
四
年
）

遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

一
九
九
八
年
度
、
長
岡
宮
跡

お
よ
び
長
岡
京
跡
で
は
新
た
な

木
簡
の
出
土
事
例
は
な
い
。
本

稿
は
、
向
日
市
が
こ
れ
ま
で
担

当
し
た
調
査
の
中
で
、
整
理
途

部

　

の
た
め
報
告
で
き
な
か

っ
た

醐

春
宮
坊
跡

（
一
九
九
六
年
度
の
宮

剤

第
三
四

一
次
と
九
七
年
度
の
宮
第

三
五
七
次
調
査
）
、
お
よ
び
宮
北

辺
官
衛
区

（
一
九
九
七
年
度
の
宮
第
三
五
四
次
調
査
）
の
計
二
件
の
調
査
に
つ
い

て
報
告
す
る
。

一　
長
岡
宮
東
辺
官
行

・
春
宮
坊
跡

（宮
第
三
四
一
二
一一五
七
次
調
査
）

調
査
地
は
向
日
丘
陵
を
構
成
す
る
段
丘
の
縁
辺
に
位
置
す
る
。
長
岡
宮
の
復

原
で
は
宮
東
辺
官
衛
お
よ
び
東

一
坊
大
路
に
相
当
す
る
。　
一
九
九
六
年
の
官
第

三
二
九
次
調
査
で
は
、
計
四
六
七
点
の
木
簡
が
出
土
し
て
い
る

（本
誌
第
二
〇

号
）。
今
回
は
そ
の
南
隣
接
地
を
、
北
か
ら
宮
第
三
四

一
次

。
三
五
七
次
の
順

に
調
査
し
た
。

主
な
遺
構
と
し
て
、
東

一
坊
大
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
三
二
九
〇

一
、
東
西
溝
Ｓ
Ｄ

三
五
七
〇
三
、
お
よ
び
古
墳
時
代
の
溝
、
平
安
時
代
の
土
坑
、
中
世
の
柱
掘
形

な
ど
を
確
認
し
た
。
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
三
二
七
〇
三
は
、
東

一
坊
大
路
路
面
上
を
横

断
す
る
。
そ
の
位
置
と
埋
土
の
状
況
か
ら
、
路
面
上
の
暗
渠
で
あ
る
可
能
性
が

昔画
い
。

木
簡
は
す
べ
て
東

一
坊
大
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
三
二
九
〇

一
か
ら
出
土
し
た
。
宮

第
三
四

一
次
調
査
で
確
認
し
た
西
側
溝
は
、
幅
約
七

・
二
ｍ
深
さ
約
○

。
三
ｍ

で
あ
る
。
宮
第
三
二
九
次
調
査
と
比
べ
て
、
溝
幅
が
大
き
く
広
が
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
溝
西
肩
の
位
置
は
ほ
ぼ
同
じ
で
、
東
肩
が
不
明
瞭
で
確
認
で
き
な
い

こ
と
か
ら
、
溝
内
か
ら
東

一
坊
大
路
の
路
面
上
に
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
し
て
堆
積

し
た
状
況
と
思
わ
れ
る
。
宮
第
三
五
七
次
調
査
で
は
、
溝
西
肩
推
定
線
上
に
掘

ら
れ
た
平
安
時
代
後
期
の
土
坑
に
よ
る
攪
乱
で
、
明
瞭
に
遺
構
を
検
出
で
き
な



か

っ
た
。
埋
土
は
黒
灰
―
暗
灰
褐
色
礫
混
粘
質
土
で
、
南
に
向
け
て
砂
礫
が
ち

に
な
る
状
況
を
確
認
し
た
。
こ
の
た
め
木
簡
及
び
木
製
品
の
多
く
は
宮
第
三
二

九
次
調
査
区
南
半
か
ら
宮
第
三
四

一
次
調
査
区
中
央
部
に
か
け
て
見
つ
か

っ
て

い
る
。

削
婿
を
含
め
た
木
簡
は
、
宮
第
三
四

一
次
調
査
で
六
六
七
点
、
宮
第
三
五
七

次
調
査
で

一
点
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
削
暦
は
三
九
八
点
で
六
〇
％
を
占

め
る
。
伴
出
す
る
墨
書
土
器
は
、
宮
第
三
四

一
次
調
査
で
七
〇
点
以
上

（冨
里

「□
厨
」
「省
」
「膳
」
「殿
」
「所
」
「□
人
給
□
」
「□
市
郡
」
「右
」
「高
」
「平
」
、
習

書
な
ど
）、
宮
第
三
工
七
次
調
査
で
六
点

令
厨
」
な
ど
）
が
出
土
し
て
い
る
。
ま

た
木
簡
、
墨
書
土
器
以
外
の
遺
物
に
は
、
漆
紙
文
書
、
土
師
器
、
須
恵
器
、
黒

色
土
器
、
緑
釉
陶
器
、
軒
丸
瓦
、
軒
平
瓦
、
丸

・
平
瓦
、
墨
書
砥
石
、
祭
祀
具

（土
馬

。
人
形
・
斎
串

。
鳥
形
）
、
木
製
品

（車
輪
・
檜
扇
・
櫛

・
琴
柱

。
曲
物
）
、
漆

器

（漆
蓋

・
漆
箸

・
漆
冠
）、
琥
珀
、
鼈
甲
、
白
雲
母
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

漆
紙
文
書
は
廷
暦
九
年
の
死
亡
人
帳
断
片
で
あ
る

（本
誌
二
一
九
ペ
ー
一ｂ
。
伝

来
す
る
河
内
国
天
平
九
年
、
備
中
国
天
平

一
一
年
の
二
点
の
死
亡
人
帳
が
大
税

負
死
亡
人
帳
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
今
回
の
出
土
資
料
は

「篤
女
」
の
死
を
明

記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
別
系
統
に
属
す
る
帳
簿
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
一　
長
岡
宮
北
辺
官
衡

（北
部
）
（宮
第
三
五
四
次
調
査
）

調
査
地
は
、
標
高
約
二
〇

ｍ
の
段
丘
下
位
面
に
位
置
す
る
。
長
岡
宮
の
官
衛

復
原
で
は
宮
北
辺
官
衛

（北
部
）
の
中
央
南
部
に
相
当
す
る
。
近
年
の
調
査
成

果
で
は
、
北
部
は
後
期
造
営
段
階
に
整
備
さ
れ
て
い
る
。

検
出
し
た
遺
構
は
、
中
世
の
溝
、
長
岡
京
期
―
平
安
時
代
の
柵

・
溝
、
長
岡

京
期
の
落
ち
込
み

。
土
坑
、
古
墳
時
代
後
期
の
溝
な
ど
で
あ
る
。
古
墳
時
代
後

期
の
溝
は
、
Ｌ
字
状
に
屈
曲
し
て
お
り
、
古
墳
時
代
の
集
落
跡
で
あ
る
殿
長
遺

跡
内
で
の
区
画
溝
と
思
わ
れ
る
。

木
簡
は
、
落
ち
込
み
Ｓ
Ｘ
三
五
四

一
一
の
第
三
層
か
ら
二
点
出
土
し
た
。
Ｓ

Ｘ
三
五
四

一
一
の
規
模
は
南
北
幅
約
六
ｍ
深
さ
○

・
八
ｍ
で
、
調
査
区
外
の
東

お
よ
び
西
に
広
が
る
。
埋
土
は
四
層
に
区
分
で
き
る
。
遺
物
は
ほ
と
ん
ど
が
第

三
層
の
黒
色
粘
質
土
か
ら
出
土
し
た
。
木
簡
の
他
に
、
墨
書
土
器

（酌
静
芹
」

「真
士屋

「岡
□
」、
習
圭
じ
、
土
師
器
、
須
恵
器
、
焼
塩
壺
、
木
製
品

（工
具
柄
・

匙
状
木
器
。
曲
物
）、
本
片
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
木
片
は
、
板
状

・
棒
状
で

端
に
切
断
面
を
も
つ
も
の
が
多
く
、
建
築
資
材
の
切
れ
端
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
木
暦
も
多
量
に
伴
出
し
て
い
る
。
以
上
の
点
や
西
隣
接
地
の
官
第

一
七
六

次
調
査
の
所
見
か
ら
、
落
ち
込
み
Ｓ
Ｘ
三
五
四

一
一
は
、
古
墳
時
代
か
ら
湿
地

状
を
呈
し
て
い
た
溝
状
の
遺
構
で
、
長
岡
京
期
―
お
そ
ら
く
後
期
造
営
段
階

（延
暦

一
〇
年
頃
）
―
に
ゴ
ミ
を
投
棄
し
て
埋
め
立
て
ら
れ
、
整
地
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

一　
長
岡
宮
東
辺
官
衛

・
春
宮
坊
跡

（宮
第
三
四
一
次
二
一三
七
次
調
査
）

⑪

　

中
衛
将
曹
宮
東
□
□
」
　
　
　
　
　
　
　
　
（蔦
×
卜泉
∞
ｇ
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日
Ｈ
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回
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御
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編
垂
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×
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中
務
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十
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文
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日
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穂
積
汁
五
文

日

日

０

日

□ 『 □  目盈き
謎島 □御蕃
×浬H「   料絶

畔畔』□昼竃

半1郵識  煙君
四>涎乳
ゆ剤輩

＜
」
　

］
ｏ
μ
×
（Φ
）
×
卜

畠
Φ

Ｐ
∞
卜
×

卜
の
×

∞

伽
　

ｏ
μ
μ

含
∞
〕
）
×
］
『
×
釦
　
ｏ
〕
Φ

（
『
］
）
×
μ
卜
・
伽
×
釦
　
Φ
∞
μ

（
Ｐ
伽
の
）
×
］
い
×
卜
　
Φ
∞
Ｐ

l101 (9)(8)lle   llo   l131

八
上
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員
対
二

×
総
国
夷
簿
郡
直
道
郷
大
日
――
□
拾
斤
　
　
　
」

・
　

　

　

延

暦
九
年

十

が

力
ｂ

ｏ
∞∞こ

蒸

悪

（こ

（穿
コ

（上
）
×
総
国
輸
飽
調
陸
斤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ
Ｘ
じ
溢

ｏ曽

（常
陸
）
　

　

　

〔
烈
ヵ
〕

。
「
＜
×
国
那
賀
郡
酒
□
埼
所
生
伍
斤
＜
」

。
「
＜
　
　
　
　
　
廷
暦
九
年
　
　
　
＜
」
　

　

Ｐ『授
］泉
銀
目

。
「若
狭
国
遠
敷
〔剛
肥
分

炉
醜
匪
舷
ユ
短
節
渕
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口
」

。
「　
延
暦
十
年
九
月
十
四
日
□
知
大
日
国
□
□
　
」
］卜騨×
∞卜×
『　
ｏ枷牌

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
白
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酒
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郷
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主
大
屋
子
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呂
　
　
」
　
　
　

ＰΦ貸
∞反
釦
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＜
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伊
国
安
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郡
幡
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酢
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（亀
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∞
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＜
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国
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郡
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郷
×
　
　
　
　
　
（霊
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「
＜
肥
後
国
天
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郡
陽
嶋
生
＜
　
　
　
　
　
　
（υ
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元
兒

×

御

贄
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961  20 941  931   99 1211 20  1191  1181

「
＜
葛
井
敬
」

「
＜
醤
錫
　
」

「大
□
佐
」

「
＜
二
斗
九
升
四
合
」

行
騰
延
暦
十
×

「符案
　純鶴

「符
案
　
延
十
年

×
□

聞
一一ヌ

□
子
秋
人
」

「
六
斗
九
升
二
×

〔
二
ヵ
〕

「
一
石

一
斗
□
×

□
石
五
斗
五
升

×
斗
人
升

『□
障

学 1半□

□X□ □

（
］
甲

釦
＋

絆
⇔
）
×
Ｆ
頓
×
Ｐ
　
Φ
∞
〕

６

ｅ

×

］
ｏ
×

『
　

ｏ
２

Ｐ
ｏ
卜
×

呻
］
×

∞

μ
Ｐ
∞
×

牌
『
×

∞

Ｐ
∞
∞
×

∞
∞
×

ト

６

９

×

台

）
×

ｒ

釦

ａ

ｅ

×

含

ｅ

×

〕

い

６

じ

×

ド

９
×

６

（
Ｅ

卜
）
×

∞
×

『

□
奉
奉
□

事
柔
酔
ヵ〕

口
　
・‥

□

〇
い
い

〇
∞
μ

〇
∞
Ｐ

〇
牌
Φ

Φ
μ
Φ

含

］
Φ
）
×

μ
卜
×

卜
　

Φ
頓
Φ

981⑩
　
・
□
連
相
誰
誰
訓
訓
調
調

．
　

　

口
日
日
――
――
日
回
□
×
　
　
　
　
　
（５
×
牌反
∞
霞

⑩

　

□

‥
・
番
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（牌軍
じ
Ｘ
∞Ｘ
１

３
〕

①

　

大
初
位
下
物
都
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（こ
Ｘ
∞く
１

３
い

⑫
　
　
×
七
位
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ
Ｘ
じ
×
１

３
牌

年
紀
の
判
明
す
る
木
簡
に
は
０
延
暦
九
年

（七
九
〇
）

一
〇
月
の
上
総
国
、

①
延
暦
九
年
の
常
陸
国
贄
、
⑩
廷
暦

一
〇
年
九
月
の
若
狭
国
塩
の
荷
札
と
、
例

廷
暦

一
〇
年
の
題
箋
軸
、
の
延
暦

一
回
年
、
⑫

（延
暦
九
年
）
関
三
月
の
断
簡

類
が
あ
る
。
何
れ
も
長
岡
京
後
期
後
半
段
階
に
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、

宮
第
三
二
九
次
調
査
の
結
果
と
�
締
は
み
ら
れ
な
い
。

い
は
上
部
を
焼
損
す
る
厚
手
の
木
簡
で
、
下
端
部
は
裏
面
か
ら
何
度
も
刃
物

を
入
れ
て
切
断
す
る
。
「中
衛
将
曹
」
は
、
中
衛
府
の
四
等
官
で
、
従
七
位
上

□廿口

合

じ

×

～

×

卜
　

ｏ
驚

Ｇ

じ

×

∞
×

∞
　

ｏ
∞
Ｐ

十
　
・‥
　
翔
　
・‥
　
寺

鞘
　
　
　
　
　
　
道甫

含
じ
×
含
懇
）
卜
）
×
１
　
３
Ｐ



相
当
官

（『続
日
本
紀
』
神
亀
五
年
八
月
甲
午
条
）。
中
衛
府
は
、
中
衛
舎
人
三
百

人

（後
に
四
百
人
）
を
統
轄
し
て
、
昼
夜

「大
内
」
の
警
衛
に
あ
た
る
令
外
官

で
あ
る

（同
右
条
）。
ち
な
み
に
長
岡
京
期
の
中
衛
大
将
は
、
南
家
出
身
の
右
大

臣

（藤
原
是
公
―
延
暦
八
年
九
月
売
―
、
藤
原
継
縄
―
同
年

一
〇
月
任
官
時
は
大
納
言

兼
東
宮
偉
―
）
が
兼
任
し
て
い
る
。

②
は
上
部
が
二
次
的
ケ
ズ
リ
、
下
端
部
と
右
側
面
が
原
形
。
タ
テ
に
細
く
割

れ
て
い
る
た
め
、
中
央
に
書
か
れ
た
文
字
は
残
り
が
良
く
な
い
が
、
右
下
に
寄

せ
た
行
が
読
め
る
。
「南
　
御
在
編
垂
工
」
は
、
南
の
御
在
所
に
用
い
る
垂
集

を
作
る
工
人
の
意
味
か
。
「御
在
」
の
上
は
閉
字
。
こ
の
木
簡
が
皇
太
子
の
御

在
所
を
示
し
て
い
る
と
す
る
と
、
そ
の
構
造
は
内
裏
の
よ
う
に
南
殿
を
備
え
て

い
た
可
能
性
が
あ
る
。

⑬
は
現
状
短
冊
型
で
あ
る
が
、
四
辺
全
て
二
次
的
整
形
と
考
え
ら
れ
る
。

表

・
裏
両
面
に
は
四
段
階
の
異
な
る
記
載
が
認
め
ら
れ
、
繰
り
返
し
リ
サ
イ
ク

ル
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
先
ず
、
材
を
横
に
使
用
し
て
、
「餅
所
」

へ
の
食

品
支
給
が
記
録
さ
れ
、
余
白
は
別
筆
。
上

・
下
端
を
割

っ
た
後
、
裏
面
を
タ
テ

に
使
用
す
る
。
完
結
す
る
二
行
書
き
の
ほ
か
に
、
左
側
面
に
沿

っ
て
削
り
残
し

と
み
ら
れ
る
薄
い
墨
痕
が
あ
る
。
「供
　
御
料
」
は
閥
字
と
し
、
「
下
」
さ
れ
た

魚
貝
類
の
数
量
も
大
字
を
用
い
る
も
の
の
、
書
式
の
省
略
や
、
殴
り
書
き
の
よ

う
な
文
字
、
使
用
済
み
の
面
の
文
字
を
削

っ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
手
控

え
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「主
膳
監
」
は
春
宮
坊
被
管
官
司
の

一
つ
で
、
皇

太
子
の
食
膳
を
監
す
る
。

０
は
上
総
国
の
荷
札
を
再
利
用
し
た
も
の
。
直
径
三
ｍｍ
の
鳩
目
状
の
穴
を
あ

け
、
五
―
六
角
柱
の
小
木
片
を
詰
め
る
。
穴
は
二
列
、
九
ヵ
所
あ
る
が
、
用
途

は
未
詳
。
①
は
上
端
表
面
が
剰
離
し
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
完
形
品
。
常
陸
国

「酒

烈

（列
）
埼
所
生
」
の
贄
荷
札
は
、
二
点
日
と
な
る

（第
三
二
九
次
調
査
、
本
誌

第
二
〇
号
掲
載
）。
①
は
上
端
部
を
圭
頭
に
つ
く
り
、
下
端
部
を
尖
ら
せ
る
。
酒

井
郷
は

『和
名
抄
』
に
よ
る
と
、
安
房

・
陸
奥

・
越
前

・
豊
前

。
肥
後
の
五
カ

国
に
見
え
る
。
木
簡
の
形
態
の
特
徴
と
、
白
米
の
貢
進
国
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

本
簡
は
、
越
前
国
丹
生
郡
に
比
定
さ
れ
る
。
な
お
、
丹
生
郡
酒
井
郷
は
後
に
今

立
郡
に
移
管

（『日
本
紀
略
』
弘
仁

一
四
年
六
月
丁
亥
条
）。
⑫
は
上
端
部
を
表

・

裏
面
か
ら
平
面
ケ
ズ
リ
に
よ
っ
て
切
断
す
る
。
下
端
は
折
損
し
、
タ
テ
に
半
我

さ
れ
る
。
安
諦
郡
は
大
同
元
年

（八
〇
工◇
、
平
城
天
皇
の
諄

（安
殿
）
に
通
ず

る
と
し
て
在
田
郡
に
改
名
さ
れ
る

（『日
本
後
紀
』
夫
同
元
年
七
月
戊
戊
条
）。
「幡

陀
郷
」
は

『和
名
抄
』
に
見
え
な
い
が
、
天
平
年
間
の
平
城
宮
木
簡

全
≡
一五

号
）
に
み
え
る
。
側
は
、
小
形
で
厚
さ

一
ｍｍ
と
ご
く
薄
く
調
整
し
た
贄
荷
札
。

「天
草
郡
陽
嶋
」
の
所
在
は
未
詳
で
あ
る
が
、
雲
仙
天
草
国
立
公
園
内
に
あ
る

現
大
矢
野
町
の
湯
島
は
そ
の
候
補
地
と
い
え
よ
う
。
⑮
的
は
、
木
簡
の
形
態
、

法
量
、
書
体
、
文
字
の
配
置
が
ほ
ぼ
同

一
。
完
形
の
⑮
を
見
る
と
、
上
端
部
を

切
断
、
下
端
部
を
尖
ら
せ
る
。
上
部
表
面
の
剰
離
の
た
め
、
記
載
が
予
想
さ
れ

る
地
名
部
分
は
残
存
し
な
い
が
、
ご
く
細
筆
で
書
か
れ
た
御
贄
鮭
の
荷
札
。
右

寄
せ
小
書
き
す
る

「元
兒
」
は
、
子
籠
り

（内
子
）
鮭
に
対
し
て
筋
子
の
無
い

鮭
を
表
す
。
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側
は
物
品
付
札
で
、
支
給
先
を

「人
名
十
敬
」
と
記
載
す
る
。
「敬
」
の
文

字
は
や
や
大
き
い
。
類
例
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
尊
と
同
様
に
宛
先
に

付
し
た
敬
称
で
あ
ろ
う
か
、
後
考
を
倹
ち
た
い
。
参
考
ま
で
に
春
宮
坊
に
関
わ

る

「葛
井
」
氏
と
し
て
は
、
延
暦
九
年

（七
九
〇
）
に
春
宮
亮
と
な
っ
た
正
五

位
下
葛
井
連
道
依
が
い
る

（『続
日
本
紀
』
廷
暦
九
年
七
月
成
子
条
）。
の
は
ご
く

薄
い

（厚
さ
一
〕

端
整
な
小
形
木
簡
。
物
品
付
札
の
可
能
性
が
高
い
が
、
裏

面
に
特
別
に
年
号
が
入
っ
て
い
る
。
「行
騰
」
は
行
膝
の
通
字
で
、
鹿

・
熊
の

毛
皮
な
ど
で
こ
し
ら
え
た
股
睡
の
覆
い
を
い
う
。
狩
猟
や
行
幸
な
ど
の
遠
出
に

あ
た
り
、
騎
馬
の
者
が
着
用
し
た
。
衣
服
令
武
官
礼
服
条
に
よ
る
と
、
衛
府
の

督

・
佐
は
儀
式
の
際
に
は
錦
の
行
膝
を
着
用
す
る
。

側
は
題
鉄
で
、
軸
部
を
欠
損
す
る
。
公
式
令
の
符
式
は
、
上
級
官
司
か
ら
被

管
官
司
に
対
す
る
下
達
文
書
で
あ
る
が
、
長
屋
王
家
木
簡
の
事
例
に
よ
る
と
、

家
政
機
関

（上
位
職
口邑

が
下
位
職
員
に
宛
て
た
木
簡
に
も
符
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も

「符
案
」
を
題
銭
軸
に
巻
い
て
保
管
し
得
た
の
は
、

符
を
作
成

・
発
給
し
た
機
関
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

い
は
人
名
の
断
簡
。
他
に
も
う

一
点
、
同

一
材
を
使
用
し
た
同
名
断
簡
が
出

土
し
て
い
る
。
⑭
釣
は
酷
似
す
る
法
量
、
書
体
を
も
つ
棒
状
加
工
品
。
い
も
類

似
し
た
書
体
、
内
容
を
も
つ
が
、
材
を
横
に
使
用
し
て
列
記
し
、
後
に
材
を
タ

テ
割
り
に
し
て
再
利
用
し
て
い
る
。
裏
面
左
行

一
字
日
は

「
六
」
か

「
人
」
。

削
暦
は
、
第
三
二
九
次
調
査
も
含
め
て
、
柾
目
材
に
位
階
、
人
名
を
記
し
た

も
の
が
多
い
。
位
階
は
初
位
か
ら
七
位
ま
で
が
見
え
、
勲
位
も
あ
る
。
⑩

「番

長
」
は
舎
人
、
兵
衛
の
中
か
ら
武
芸
に
秀
で
た
者
が
選
ば
れ
、
中
衛
府

。
近
衛

府
に
各
六
人
、
左
右
兵
衛
府
に
各
四
人
が
置
か
れ
た
。
①
は
材
を
横
に
使
用
し

て
、
列
記
し
た
も
の
。

一
一　
長
岡
宮
北
辺
官
衛

（北
部
）
（宮
第
三
五
四
次
調
査
）

〔進
ヵ
〕

ω
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∽
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⑪
は
比
較
的
大
き
い
削
り
嬌
で
、
六
文
字
が
残
る
。
第
五
字
め
は

「魚
」
か

「直
」
「車
」
、
第
六
字
め
は

「
五
」
か

「三
」
な
ど
、
い
く
つ
か
の
文
字
の
可

能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
「山
作
」
は
、
山
陵
を
作
る
山
作
司
と
、
造
宮

・
造
寺

に
関
わ
る
山
作
所
の
二
系
統
の
意
味
が
考
え
ら
れ
る
。
『続
日
本
紀
』
以
降
の

正
史
に
見
え
る
山
作
司

（作
山
陵
司
、
造
山
陵
司
）
は
、
陵
墓
の
造
営
を
担
当
し

た
。
長
岡
京
期
の
山
作
司
は
、
桓
武
天
皇
の
生
母
高
野
新
笠
と
皇
后
藤
原
乙
牟

漏
の
葬
儀
に
際
し
設
置
さ
れ
て
い
る

（『続
日
本
紀
』
延
暦
八
年
一
二
月
丙
申
条
、

同
九
年
間
三
月
丁
丑
条
）。　
一
方
、
正
倉
院
文
書
に
多
く
見
え
る
造
寺

・
造
仏
用

の
資
材
を
調
達
す
る
た
め
設
置
さ
れ
た
各
地
の
山
作
所
は
、
①
用
材
の
伐
採
、

②
柱

・
長
押
な
ど
の
製
作
、
③
そ
の
他
山
野
の
資
源
を
利
用
し
た
資
材
を
調
達

し
、
こ
れ
ら
の

「作
物
」
を
運
送
、
進
上
し
た
。
造
東
大
寺
司
の
下
部
組
織
で

あ
る
造
石
山
寺
所
が
管
轄
し
た
田
上

。
甲
賀
な
ど
の
山
作
所
や
、
法
華
寺
造
営



時
の
伊
賀

・
丹
波

。
高
島
の
山
作
所
の
組
織
を
見
る
と
、
領

（山
作
領
）
の
下

に
出
作
工

（司
工
、
雇
エ
ー
様
工
・
木
工
、
石
工
な
ど
）
と
山
作
夫

全
雇
夫
、
仕
丁
）

が
適
宜
配
さ
れ
る
。
領
と
し
て
大
舎
人
や
兵
衛
ク
ラ
ス
の
官
人
が
派
遣
さ
れ
て
、

事
務
管
理
や
運
送
を
掌
っ
て
い
る
。
ま
た
、
山
作
所
は
筏
や
車
で
運
ば
れ
た
用

材
を
造
営
現
場
付
近
で
加
工
す
る
足
庭

（庭
作
）
を
有
し
、
こ
こ
に
も
木
工
長

上
以
下
、
領
や
木
工
、
役
夫
が
配
さ
れ
て
い
る
。
『延
喜
式
』
木
工
寮
作
石
条

で
は
山
作
と
庭
作
の
各
工
人
の
仕
事
量
が
規
定
さ
れ
、
「皇
太
神
宮
儀
式
帳
」

に
も
新
宮
造
奉
時
に
山
造
と
庭
造
の
別
が
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
平
安
官
内

酒
殿

・
釜
所

・
侍
従
所
相
当
地
の
大
形
の
井
籠
組
井
戸
の
掘
形
埋
土
か
ら
は
、

弘
仁
元
年

（八
一
〇
）、
内
酒
殿
の
井
戸
作
り
に
携
わ
っ
た

「夫
」
の
飯
支
給
木

簡
が
出
上
し
て
い
る

（本
誌
第

一
八
号
）。
「山
作
」
と
あ
り
、
「大
舎
人
」
が
差

配
に
当
た
っ
て
い
る
の
も
参
考
と
な
る
。
こ
う
し
た
事
例
と
遺
構
の
状
況
か
ら

考
え
る
と
、
木
簡
①
の
内
容
は
本
調
査
地
付
近
で
行
な
わ
れ
た
宮
城
造
営
時
に
、

山
作
所
の
作
物
進
上
に
関
わ
っ
て
記
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

②
は
上
部
を
焼
損
す
る
。
下
端
部
は
キ
リ

・
オ
リ
技
法
、
左

・
右
側
面
は
割

り
面
。
表
面
に
二
文
字
程
の
墨
が
残
る
が
、
残
存
状
況
は
不
良
。

９
　
関
係
文
献

向
日
市
教
育
委
員
会

。
⑫
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『向
日
市
埋
蔵
文

化
財
調
査
報
告
圭
屋

四
九

（
一
九
九
九
年
）
　

（中
島
信
親
、
釈
文
　
清
水
み
き
）

二 (1)
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